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データの提出に遅延等が認められた保険医療機関におけるデータ提出加算の取扱いについて

「診療報酬の算定方法」（平成20年厚生労働省告示第59号）第１章第２部第２節入院基本料等加算

に規定する項目のうち、A245 データ提出加算については、データの提出（データの再照会に係る提

出も含む。）に遅延等が認められた保険医療機関は、当該月の翌々月において当該加算が算定できな

いこと等とされているところである。

今般、別添の保険医療機関において、平成28年９月22日に提出すべき平成28年４月から６月分の再

照会に係るデータの提出に遅延等が認められたため、平成28年11月のデータ提出加算を算定すること

ができないことから、その取扱いに遺漏のないよう関係者に対し、周知徹底を図られたい。



保険医療機関名 適用期間

医療法人明信会今泉西病院 963‐8024 福島県郡山市朝日二丁目18番8号

医療法人関越中央病院 370‐3513 群馬県高崎市北原町71

医療法人直心会帯津三敬病院 350‐0021 埼玉県川越市大字大中居545番地

医療法人靖和会飯能靖和病院 357‐0016 埼玉県飯能市下加治137-2

医療法人蒼龍会武蔵嵐山病院 355‐0212 埼玉県比企郡嵐山町大字太郎丸135番地

医療法人財団天翁会新天本病院 206‐0036 東京都多摩市中沢2丁目5番地1

地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立こども医療センター 232‐8555 神奈川県横浜市南区六ツ川2丁目138番地の4

博愛会病院 503‐2121 岐阜県不破郡垂井町2210-42

医療法人尚豊会みたき総合病院 512‐0911 三重県四日市市生桑町菰池458-1

医療法人（社団）寺田病院 518‐0441 三重県名張市夏見3260番地1

医療法人琴仁会光生病院 594‐0081 大阪府和泉市葛の葉町三丁目3番18号

医療法人仁真会白鷺病院 546‐0002 大阪府大阪市東住吉区杭全7-11-23

特定医療法人清翠会牧病院 535‐0022 大阪府大阪市旭区新森7-10-28

市立伊丹病院 664‐8540 兵庫県伊丹市昆陽池1丁目100番地

医療法人社団南淡千遙会神戸平成病院 651‐0061 兵庫県神戸市中央区上筒井通6丁目2-43

生駒市立病院 630‐0213 奈良県生駒市東生駒1-6-2

医療法人青鳳会美摩病院 776‐0013 徳島県吉野川市鴨島町上下島497

医療法人互生会筒井病院 788‐0783 高知県宿毛市平田町戸内1802番地

出水総合医療センター 899‐0131 鹿児島県出水市明神町520番地

医療法人上善会かりゆし病院 907‐0024 沖縄県石垣市字新川2124番地

住所

平成28年11月１日から
平成28年11月30日

別 添


